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１
月
２３
日
、
第
３
回
と
な
る
国

と
地
方
の
協
議
の
場
等
に
関
す
る

特
別
委
員
会
を
開
催
し
た
。
同
委

の
委
員
長
で
あ
っ
た
石
川
久
雄
・

静
岡
市
議
会
議
長
が
１１
月
２
日
に

逝
去
し
た
た
め
、
当
日
は
大
内
嘉

明
・
副
委
員
長
（
郡
山
市
議
会
議

長
）
が
委
員
長
補
欠
選
任
ま
で
の

あ
い
だ
議
事
を
進
行
。
選
考
の
結

果
、
委
員
長
に
は
剣
持
邦
昭
・
静

岡
市
議
会
議
長
が
就
任
し
た
。
委

員
会
で
は
今
年
度
の
国
と
地
方
の

協
議
の
場
の
動
向
を
関
谷
博
・
本

会
会
長
（
下
関
市
議
会
議
長
）
、

水
野
淳
・
本
会
副
会
長
（
八
王
子

市
議
会
議
長
）
が
報
告
す
る
と
と

も
に
、
関
谷
会
長
は
第
３０
次
地
方

制
度
調
査
会
の
結
果
に
つ
い
て
も

報
告
し
た
。

協
議
の
場
は
昨
年
６
月
１３
日
の

第
１
回
会
合
以
来
、
１２
月
２９
日
ま

で
計
８
回
の
会
合
を
開
催
。「
子
ど

も
に
対
す
る
手
当
」「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」
な
ど
に
つ
い
て

国
と
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

子
ど
も
に
対
す
る
手
当
で
は
当

初
、
厚
生
労
働
省
か
ら
国
・
地
方

間
の
負
担
割
合
を
１
対
１
と
す
る

案
が
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
本
会

含
め
、
地
方
六
団
体
は
か
ね
て
よ

り
全
額
国
費
と
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
き
た
。
協
議
の
結
果
、
平
成

２４
年
度
は
国
と
地
方
の
負
担
割
合

を
２
対
１
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か

消
費
税
引
き
上
げ
の
際
、
配
分
対

象
と
な
る
社
会
保
障
４
経
費
に
つ

い
て
も
議
論
。
最
終
的
に
消
費
税

を
５
％
引
き
上
げ
た
場
合
の
配
分

は
、
国
３
・
４６
％
、
地
方
１
・
５４

％
に
決
定
し
た
。

ま
た
、
地
制
調
の
審
議
で
は
、

本
会
含
め
議
会
三
団
体
が
か
ね
て

よ
り
主
張
し
て
き
た
「
議
会
が
専

決
処
分
を
不
承
認
と
し
た
場
合
の

長
の
対
応
措
置
の
義
務
化
」
に
つ

い
て
制
度
化
を
図
る
べ
き
と
さ
れ

た
。
条
例
の
制
定
・
改
廃
の
直
接

請
求
制
の
対
象
に
、
税
の
賦
課
徴

収
等
を
加
え
る
件
に
つ
い
て
も
事

実
上
の
先
送
り
と
な
り
、
本
会
含

め
地
方
六
団
体
の
意
向
が
反
映
さ

れ
る
形
と
な
っ
た
。

１
月
１７
日
に
開
催
さ
れ
た
第
３０

次
地
方
制
度
調
査
会
第
３
回
総
会

に
は
、
本
会
を
代
表
し
関
谷
博
・

会
長
（
下
関
市
議
会
議
長
）
が
出

席
。
地
方
六
団
体
と
国
が
議
論
を

重
ね
て
き
た
「
議
会
制
度
を
含
む

地
方
自
治
法
改
正
案
」
は
、
第
１

８
０
回
通
常
国
会
へ
提
出
で
き
る

よ
う
作
業
を
進
め
て
い
る
と
総
務

省
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
総
会
で
は
今
後
の
審
議

事
項
に
つ
い
て
検
討
。
自
治
法
改

正
案
の
審
議
に
目
途
が
つ
い
た
た

め
、
今
後
は
「
大
都
市
制
度
の
あ

り
方
」
を
審
議
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
。
大
都
市
制
度
を
議
論
す
る

場
合
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、

特
例
市
な
ど
各
市
の
事
務
配
分
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
都
道
府

県
か
ら
各
市
へ
の
権
限
移
譲
な
ど

も
含
め
、
慎
重
な
審
議
が
必
要
と

な
る
。

第
１
８
０
回
通
常
国
会

が
１
月
２４
日
に
開
会
し
、

野
田
総
理
が
施
政
方
針
を

演
説
し
た
。
総
理
は
、
昨

年
か
ら
国
と
地
方
の
協
議

の
場
等
で
議
論
し
て
い
る

「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
に
言
及
�
４
面
に

抜
粋
掲
載
。
実
現
に
向
け

社
会
保
障
の
最
前
線
で
住

民
と
接
し
て
い
る
自
治
体

の
関
係
者
と
協
力
し
て
い

く
考
え
を
示
し
た
。

一
体
改
革
に
つ
い
て
政

府
・
与
党
は
経
済
状
況
を

好
転
さ
せ
る
こ
と
を
条
件

に
、
２
０
１
４
年
４
月
よ

り
８
％
へ
、
２
０
１
５
年

１０
月
よ
り
１０
％
へ
段
階
的

に
消
費
税
を
引
き
上
げ
、

社
会
保
障
に
充
当
す
る
考

え
。
な
お
、
演
説
で
は
地

方
自
治
関
連
へ
の
言
及
は

な
か
っ
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1822号２月５日平成24年
（2012年）

施施政政方方針針をを演演説説
野田総理

委
員
長
を
補
欠
選
任

剣
持
・
静
岡
市
議
長
が
就
任

写
真
提
供
�
内
閣
広
報
室

特別委員会委員長
剣持邦昭（静岡市）

右
か
ら
順
に
水
野
本
会
副
会
長
、
関

谷
本
会
会
長
、
剣
持
委
員
長
、
大
内

副
委
員
長
、
北
副
委
員
長
（
富
良
野

市
）
、
宇
佐
美
副
委
員
長
（
草
加
市
）

第
３
回
地
制
調
総
会

今
後
の
審
議
は
大
都
市
制
度

本
会
を
代
表
し
関
谷
会
長
が
出
席

（１） 平成２４年２月５日 第１８２２号
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都
市
行
政
問
題
研
究
会
（
会
長

�
三
井
幸
雄
・
旭
川
市
議
会
議

長
）
は
１
月
２４
日
、
旭
川
市
で
正

副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を

開
催
し
た
。
当
日
は
三
井
会
長
の

挨
拶
か
ら
始
ま
り
、
開
催
市
の
西

川
将
人
・
旭
川
市
長
が
来
賓
挨
拶

を
述
べ
る
な
ど
、
役
員
会
は
華
々

し
い
も
の
と
な
っ
た
。

役
員
会
で
は
▽
平
成
２４
・
２５
年

度
調
査
研
究
テ
ー
マ
▽
２４
年
度
事

業
計
画
案
▽
「
都
市
の
地
域
再
生

戦
略
」
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告

書
〜
市
民
の
明
る
い
未
来
の
た
め

に
〜
（
案
）
▽
第
９５
回
総
会
の
運

営
―
―
な
ど
を
協
議
、
原
案
の
と

お
り
了
承
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
原
案

は
、
２
月
７
日
に
東
京
・
都
市
会

館
で
開
催
さ
れ
る
第
９５
回
総
会
へ

提
出
さ
れ
、
諮
ら
れ
る
。

報
告
書
は
、
総
会
、
役
員
会
、

調
査
幹
事
会
で
の
協
議
の
み
な
ら

ず
、「
加
盟
市
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

や
「
現
地
調
査
」
「
学
識
経
験
者

等
に
よ
る
総
会
講
演
」「
座
談
会
」

な
ど
に
よ
り
得
ら
れ
た
基
礎
デ
ー

タ
を
活
用
。
歴
史
や
文
化
、
地
理

的
状
況
が
異
な
る
各
市
の
多
様
な

意
見
、
取
組
み
に
基
づ
き
、
約
２

年
間
に
わ
た
る
調
査
結
果
を
集
約

し
た
。
地
域
再
生
へ
の
活
路
と
な

る
提
言
を
綴
り
、
「
市
民
の
明
る

い
未
来
」
の
礎
と
な
る
よ
う
報
告

書
は
編
集
さ
れ
て
い
る
。

全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会
（
会
長
�
本
宮
輝
久
・
千
歳
市

議
会
議
長
）
は
、
１
月
１９
日
に
正

副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
を
開

催
し
た
。
当
日
は
、
平
成
２４
年
度

の
同
協
議
会
の
運
動
方
針
案
や
予

算
案
に
つ
い
て
了
承
す
る
と
と
も

に
、
２
月
１
日
に
開
催
さ
れ
る
第

７６
回
総
会
へ
提
出
す
る
決
議
案
を

ま
と
め
た
。

２４
年
度
の
同
協
議
会
の
運
動
方

針
案
は
▽
基
地
交
付
金
の
増
額
確

保
、
対
象
資
産
の
拡
大
等
▽
調
整

交
付
金
の
増
額
確
保
等
―
―
な
ど

合
計
１１
本
。
基
地
・
調
整
両
交
付

金
に
つ
い
て
２３
年
度
の
活
動
で

は
、
前
年
度
予
算
規
模
を
縮
小
せ

ず
所
要
額
を
確
保
す
る
よ
う
求
め

て
き
た
が
、
２４
年
度
で
は
増
額
確

保
を
求
め
る
姿
勢
へ
転
換
し
た
。

な
お
、
２３
年
度
の
活
動
の
結

果
、
基
地
交
付
金
と
調
整
交
付
金

は
、
２４
年
度
で
は
２３
年
度
と
同
額

の
３
３
５
億
４
０
０
０
千
万
円
を

確
保
。
住
宅
防
音
整
備
な
ど
の
基

地
周
辺
対
策
経
費
も
、
２３
年
度
と

同
額
の
１
１
８
５
億
円
を
確
保
す

る
成
果
を
あ
げ
た
。

基
地
交
付
金
の
交
付
対
象
は
、

米
軍
や
自
衛
隊
の
施
設
が
自
治
体

の
区
域
内
に
広
大
な
面
積
を
占
め

て
い
る
市
町
村
。
施
設
が
所
在
す

る
こ
と
で
市
町
村
財
政
に
著
し
い

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
点
を
考
慮

し
、
固
定
資
産
税
の
代
替
的
性
格

を
基
本
と
し
て
、
使
途
制
限
の
な

い
一
般
財
源
を
交
付
す
る
も
の
。

予
算
総
額
の
１０
分
の
７
に
つ
い
て

は
、対
象
資
産
の
価
格
で
按
分
。
残

り
の
１０
分
の
３
に
つ
い
て
は
、
資

産
の
種
類
、
用
途
、
市
町
村
の
財
政

状
況
等
を
考
慮
し
て
配
分
さ
れ
る
。

一
方
、
調
整
交
付
金
は
基
地
交

付
金
の
対
象
と
な
る
固
有
資
産
と

対
象
外
で
あ
る
米
軍
資
産
と
の
均

衡
、
米
軍
に
係
る
市
町
村
民
税
の

非
課
税
措
置
に
よ
る
市
町
村
財
政

を
考
慮
す
る
た
め
設
け
ら
れ
て
い

る
。
米
軍
資
産
（
米
軍
が
建
設
、

設
置
し
た
建
物
及
び
工
作
物
）
が

対
象
で
、
予
算
総
額
の
３
分
の
２

が
資
産
の
価
格
を
基
礎
と
し
て
配

分
。
３
分
の
１
が
米
軍
に
係
る
市

町
村
民
税
の
非
課
税
措
置
等
に
よ

る
市
町
村
財
政
の
影
響
等
を
考
慮

し
て
配
分
さ
れ
る
。

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
中
川
秀
美
・

徳
島
市
議
会
議
長
）
は
１
月
３１

日
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
正

副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を

開
催
。
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
協

議
す
る
と
と
も
に
、
平
成
２３
年
度

要
望
結
果
の
概
要
（
速
報
）
に
つ

い
て
も
報
告
さ
れ
た
。

同
協
議
会
は
２３
年
度
の
活
動
と

し
て
▽
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
等

に
基
づ
く
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
に
伴
う
経
費
に
つ
い
て
、
財
政

支
援
措
置
の
充
実
▽
診
療
報
酬
改

定
に
つ
い
て
、
全
体
改
定
率
を
プ

ラ
ス
改
定
と
す
る
こ
と
―
―
な
ど

を
国
に
要
請
し
て
き
た
。

活
動
の
結
果
、
診
療
報
酬
に
つ

い
て
２４
年
度
は
、
５
５
０
０
億
円

の
増
額
改
定
が
実
施
さ
れ
る
。
改

定
率
は
、
医
師
の
人
件
費
や
技
術

料
に
当
た
る
「
本
体
部
分
」
が
現

行
額
か
ら
１
・
３
７
９
％
の
引
き

上
げ
。
そ
の
一
方
、
「
薬
科
部
分
」

は
１
・
３
７
５
％
の
引
き
下
げ
と

さ
れ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
改

定
率
は
０
・
０
０
４
％
の
増
額
と

な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
委
員
会
で
は
、
総
務

省
が
公
表
し
た
「
公
立
病
院
改
革

プ
ラ
ン
実
施
状
況
の
調
査
結
果

【
確
報
】
（
調
査
日
�
平
成
２３
年

９
月
３０
日
、
公
表
日
�
１２
月
１９
日

付
）
」
を
資
料
と
し
て
各
委
員
に

配
布
し
た
。
２３
年
度
の
プ
ラ
ン
達

成
状
況
に
つ
い
て
は
、
３
指
標

（
�
経
常
収
支
比
率
・
職
員
給
与

費
比
率
・
病
床
利
用
率
）
と
も
達

成
で
き
る
病
院
は
２
４
７
病
院
。

プ
ラ
ン
策
定
し
て
い
る
８
９
７
病

院
中
わ
ず
か
２７
・
５
％
に
と
ど
ま

る
結
果
と
な
っ
た
�
詳
細
は
総
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

都
市
研

調
査
結
果
を
取
り
ま
と
め

基
地
協

運
動
方
針
案
な
ど
を
了
承

病
院
協

要
望
結
果
の
概
要
を
報
告

都市研・基地協・病院協

相相次次いいでで役役員員会会をを開開催催
２４年度の運営など協議 三井幸雄・都市研会長

（旭川市）

本宮輝久・基地協会長
（千歳市）

中川秀美・病院協会長
（徳島市）

第１８２２号 平成２４年２月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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【
内
閣
官
房
】

○
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た

め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
原
子
力
安
全
調
査
委
員
会
設
置

法
案
（
仮
称
）
※

○
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
案

（
仮
称
）
※

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

※○
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
案
（
仮
称
）

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
案
（
仮
称
）

【
内
閣
府
】

○
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案

（
仮
称
）

○
総
合
こ
ど
も
園
法
案
（
仮
称
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び

総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
案
（
仮
称
）

【
総
務
省
】

○
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た

め
の
平
成
２３
年
度
分
の
地
方
交
付

税
の
総
額
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所

在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
法
案
（
仮
称
）

○
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
地
方
税
に
係
る
税
制
抜
本
改
革

関
連
法
案
（
仮
称
）

○
地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

○
地
方
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関

す
る
法
律
案
（
仮
称
）

【
財
務
省
】

○
平
成
２４
年
度
に
お
け
る
公
債
の

発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
※

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

【
厚
生
労
働
省
】

○
現
下
の
厳
し
い
雇
用
情
勢
に
対

応
し
て
労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用

の
安
定
を
図
る
た
め
の
雇
用
保
険

法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
仮

称
）
※

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
※

○
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営

を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
仮

称
）

○
障
害
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

【
農
林
水
産
省
】

○
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業

化
支
援
機
構
法
案
（
仮
称
）
※

○
農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進

に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

【
経
済
産
業
省
】

○
災
害
時
に
お
け
る
石
油
の
供
給

不
足
へ
の
対
処
等
の
た
め
の
石
油

の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
仮
称
）
※

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
仮
称
）

【
国
土
交
通
省
】

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

【
環
境
省
】

○
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る

支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
使
用
済
小
型
電
気
機
械
器
具
の

再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

案
（
仮
称
）

内
閣
官
房
は
１
月
２４
日
、
第
１
８
０
回
通
常
国
会
に
対
す
る
「
内

閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要
旨
調
」
を
ま
と
め
た
。
法
律
案
の

総
件
数
は
８１
件
。
う
ち
、
自
治
体
に
関
係
す
る
主
な
法
律
案
の
件
名

は
次
の
と
お
り
（
※
印
は
予
算
関
連
）
。

��０回
通常国会

内内
閣閣
提提
出出
予予
定定
法法
律律
案案
（（抜抜粋粋））

内内
閣閣
官官
房房（（
２２４４
年年
１１
月月
２２４４
日日
現現
在在
））

（３） 平成２４年２月５日 第１８２２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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議議
会会
所所
在在
地地
変変
更更

団
塊
の
世
代
が
「
支
え
る
側
」

か
ら
「
支
え
ら
れ
る
側
」
に
移
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
多
く
の
現
役
世

代
で
一
人
の
高
齢
者
を
支
え
て
い

た
「
胴
上
げ
型
」
の
人
口
構
成
は
、

今
や
３
人
で
１
人
を
支
え
る
「
騎

馬
戦
型
」
と
な
り
、
い
ず
れ
１
人

が
１
人
を
支
え
る
「
肩
車
型
」
に

確
実
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
今

の
ま
ま
で
は
、
将
来
の
世
代
は
、

そ
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

も
う
改
革
を
先
送
り
す
る
時
間
は

残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

過
去
の
政
権
は
、
予
算
編
成
の

た
び
に
苦
し
み
、
様
々
な
工
夫
を

凝
ら
し
て
何
と
か
し
の
い
で
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
世
界
最
速
の
超

高
齢
化
が
進
み
、
社
会
保
障
費
の

自
然
増
だ
け
で
毎
年
１
兆
円
規
模

と
な
る
状
況
に
あ
る
中
で
、
毎
年

繰
り
返
し
て
き
た
対
症
療
法
は
、

も
う
限
界
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
一
体
改
革
は
、
単

に
財
源
と
給
付
の
つ
じ
つ
ま
を
合

わ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
社
会
保
障
を
持
続

可
能
で
安
心
で
き
る
も
の
に
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
国
民
の
切
な
る

願
い
を
叶
（
か
な
）
え
る
た
め
の

も
の
で
す
。

失
業
や
病
気
な
ど
に
よ
り
、
一

た
び
中
間
層
か
ら
外
れ
る
と
、
元

に
戻
れ
な
く
な
る
と
の
不
安
が
社

会
に
じ
わ
じ
わ
と
広
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
リ
ス
ク
を

取
っ
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
開
拓
に

挑
戦
す
る
心
も
委
縮
し
か
ね
ま
せ

ん
。
お
年
寄
り
が
孤
独
死
す
る
よ

う
な
社
会
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。
働
く
世
代
や
子
ど

も
の
貧
困
と
い
っ
た
悲
痛
な
叫
び

に
も
応
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。政

権
交
代
後
、
「
国
民
の
生
活

が
第
一
」
と
い
う
基
本
理
念
の

下
、
人
と
人
と
が
支
え
合
い
、
支

え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
が
い

を
感
じ
ら
れ
る
社
会
づ
く
り
を
目

指
し
て
き
ま
し
た
。
全
て
の
人
が

「
居
場
所
と
出
番
」
を
持
ち
、
温

も
り
あ
ふ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
、
社
会
保
障
の
機
能
強
化

が
必
要
な
の
で
す
。

我
が
国
で
は
、
先
進
諸
国
と
比

べ
て
、
現
役
世
代
に
対
す
る
支
援

が
薄
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
最
た
る
例
が
、
子
育
て
支
援

で
す
。
社
会
の
中
で
女
性
の
能
力

を
最
大
限
に
い
か
す
と
と
も
に
、

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
育
て

ら
れ
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、

総
合
的
な
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ

ス
テ
ム
の
構
築
を
急
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
点
を
含

め
て
、「
支
え
る
側
」
た
る
現
役
世

代
の
安
全
網
を
強
化
し
、
子
ど
も

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
全
て
の
国
民

を
カ
バ
ー
す
る「
全
世
代
対
応
型
」

へ
と
社
会
保
障
制
度
を
転
換
す
る

こ
と
が
焦
眉
の
急
な
の
で
す
。

昨
今
、
「
今
日
よ
り
も
明
日
が

良
く
な
る
」
と
の
思
い
を
抱
け
な

い
若
者
が
増
え
て
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
日
本
社
会
が
次
世
代
に
ツ

ケ
を
回
し
続
け
、
そ
の
こ
と
に
痛

よ
う
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
将
来
世
代
の
借
金
を

増
や
し
続
け
る
ば
か
り
の
社
会

で
、
若
者
が
「
今
日
よ
り
明
日
が

良
く
な
る
」
と
い
う
確
信
を
持
つ

な
ど
、
無
理
な
相
談
で
す
。
社
会

全
体
の
「
希
望
」
を
取
り
戻
す
第

一
歩
を
踏
み
出
せ
る
か
ど
う
か

は
、
こ
の
一
体
改
革
の
成
否
に
か

か
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
背
景
や
認
識
に
基

づ
い
て
、
政
府
与
党
は
、
経
済
状

況
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
を
条
件

に
、
２
０
１
４
年
４
月
よ
り
８
パ

ー
セ
ン
ト
へ
、
２
０
１
５
年
１０
月

よ
り
１０
パ
ー
セ
ン
ト
へ
段
階
的
に

消
費
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を

含
む
「
素
案
」
を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。
引
上
げ
後
の
消
費
税
収

は
、
現
行
分
の
地
方
消
費
税
を
除

く
全
額
を
社
会
保
障
の
費
用
に
充

て
、
全
て
国
民
の
皆
様
に
還
元
し

ま
す
。
「
官
」
の
肥
大
化
に
は
決

し
て
使
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
社
会
に
、
よ
り
多
く

の
「
温
も
り
」
を
届
け
て
い
く
た

め
の
改
革
で
す
。
消
費
税
引
き
上

げ
に
当
た
っ
て
最
も
配
慮
が
必
要

な
の
は
低
所
得
者
の
方
々
で
す
。

こ
の
た
め
、
社
会
保
障
の
機
能
強

化
に
よ
り
低
所
得
者
対
策
を
充
実

す
る
と
と
も
に
、
国
民
一
人
ひ
と

り
が
固
有
の
番
号
を
持
つ
こ
と
に

な
る
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
を

導
入
し
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の

導
入
を
検
討
す
る
な
ど
、
き
め
細

か
な
対
策
を
講
じ
ま
す
。
ま
た
、

所
得
税
の
最
高
税
率
を
５
パ
ー
セ

ン
ト
引
き
上
げ
、
税
制
面
で
も
、

格
差
是
正
と
所
得
再
分
配
機
能
の

回
復
を
図
り
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
は
、

経
済
再
生
、
政
治
・
行
政
改
革
と

も
一
体
で
、
正
に
包
括
的
に
進
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き

な
改
革
で
す
。
今
後
、
各
党
各
会

派
と
の
協
議
を
進
め
た
上
で
、
大

綱
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
自
公
政

権
時
代
に
成
立
し
た
法
律
の
定
め

る
本
年
度
末
の
期
限
ま
で
に
、
関

連
法
案
を
国
会
に
提
出
し
ま
す
。

国
民
の
御
理
解
と
御
協
力
を
得

る
た
め
に
、
改
革
の
意
義
や
具
体

的
な
内
容
を
分
か
り
や
す
く
伝
え

て
い
く
努
力
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

私
と
関
係
閣
僚
が
先
頭
に
立
っ

て
、
国
民
の
皆
様
へ
の
情
報
発
信

に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。
ま
た
、

社
会
保
障
の
最
前
線
で
住
民
と
接

し
て
い
る
自
治
体
の
関
係
者
と
も

密
接
に
協
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

▽
２
月
７
日

北
方
領
土
全
国
大

会
（
正
午
、
日
本
青
年
館
）

▽
２
月
８
日

地
方
行
政
委
員
会

（
午
後
２
時
、
日
本
都
市
セ
ン

タ
ー
）
、
全
国
市
議
会
議
長
会

�
相

談

役

会

議
（
午

後
３
時

半
、
東
京
・
ル
ポ
ー
ル
麹
町
）

▽
２
月
９
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部

会

長

会

議
（
午

前
１０

時
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
）
、

理
事
会
（
午
前
１１
時
、
全
国
都

市
会
館
）
、
評
議
員
会
（
午
後

１
時
半
、日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
）

▽
２
月
１０
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
前
１０
時
半
、

日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
）
、
代
議

員
会
（
午
後
１
時
、
同
）

▽
２
月
１３
日

建
設
運
輸
委
員
会

（
午
後
１
時
半
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
２
月
１４
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
、
米
沢
市
）

▽
２
月
１５
日

地
方
財
政
委
員
会

（
午
後
２
時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
２
月
２０
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
理
事
会

（
午
後
１
時
、
日
本
都
市
セ
ン

タ
ー
）
、
総
会
（
午
後
２
時
、
同
）

▽
２
月
２２
日

社
会
文
教
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
半
、
全
国
都
市
会
館
）
、
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
北
見
市
（
北
海
道
）

〒
０
９
０
―
８
５
０
９

北
見
市
大
通
西
２
―
１

電
話
番
号
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
と
も

に
変
更
な
し

【
旬
報
掲
載
記
事
の
補
足
説
明
】

本
紙
１
月
２５
日
付
第
１
８
２
１

号
４
面
掲
載
の
「
新
成
人
人
口
の

推
移
（
各
年
１
月
１
日
現
在
）
」

の
表
に
つ
い
て
、
補
足
説
明
い
た

し
ま
す
。

表
中
に
記
載
の
「
人
口
性
比
」

と
は
、
女
性
１
０
０
人
に
対
す
る

男
性
の
人
数
を
示
す
用
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

２月５日現在の都市数
８１０団体

うち
指定都市 １９市
中核市 ４１市
特例市 ４０市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

野田総理
演説抜粋

社社
会会
保保
障障
・・
税税
一一
体体
改改
革革
のの
関関
係係
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